
地 域 の 青 色 防 犯
パトロール活動を

応 援 し ま す ！

活動
報奨⾦
制度

神⼾市では、市内で⻘⾊防犯パトロール活動に取り組んでいる団体を応援する
報奨⾦制度を設けています。
報奨⾦は、燃料費やドライブレコーダーの購⼊等、⻘⾊防犯パトロール活動に
必要な経費に使っていただくことができます。

・兵庫県警察本部から⻘⾊防犯パトロールの
実施団体として証明を受けた団体

・団体所在地及びパトロール実施地域が
神⼾市内であること

報奨⾦交付対象団体

報奨⾦額

４⽉〜翌年２⽉末⽇における
⽉の平均活動回数 報奨⾦額

４回以上８回未満 １０，０００円

８回以上１２回未満 ２０，０００円

１２回以上 ３０，０００円

（例１）４⽉〜翌年２⽉末⽇における活動回数が１００回

※同じ⽇に複数の⾞でパトロールを⾏った場合、それぞれの⾞における活動回数を１回と数えます。３台で⾏えば、その⽇の活動回数
は３回です。ただし、それぞれ異なる場所をパトロールしてください。

※⽉の平均活動回数が４回未満の場合、本制度の対象外となります。
※活動経費額が、報奨⾦額を下回る場合、活動経費額が交付⾦額となります。

→⽉の平均活動回数が５回で、活動経費が８，０００円だった場合、交付⾦額は８，０００円。

（例２）年度途中に活動団体を結成した場合 → （参考）６⽉〜翌年２⽉末⽇における活動回数が６５回
６⽉〜翌年２⽉末の

活動回数

６５回

活動期間

９か⽉

⽉の平均活動回数

約７回

報奨⾦額

１０，０００円
÷ ＝ ⇒

４⽉〜翌年２⽉末の
活動回数

１００回

活動期間

１１か⽉

⽉の平均活動回数

約９回

報奨⾦額

２０，０００円
÷ ＝ ⇒

活動対象期間

・毎年４⽉１⽇〜翌年２⽉末⽇
※上記期間において、兵庫県警察本部から実施団体としての

証明を継続して６か⽉以上受けていること。

昨年度より増額！



証明交付

•兵庫県警察本部から、⻘⾊防犯パトロールの活動団体証明を受ける。
（※既に証明を受けている団体は、必要ありません。）

活動実施

（４⽉〜翌年２⽉末）

•活動１回の⽬安︓約３０分〜

•活動記録（神⼾市様式）の記⼊ ※予め神⼾市危機管理室に神⼾市様式を請求してください。

•活動経費を証明する領収書等は、保管しておく。

活動実績報告

（翌年３⽉中）

•３⽉中に、活動実績報告及び報奨⾦交付申請（以下の書類を提出）を神⼾市に⾏う。

•⻘⾊防犯パトロール活動報奨⾦交付申請書／兵庫県警察本部から交付された「証明書」の写し／
活動経費を証明する領収書等の写し／活動記録（神⼾市様式）／⼝座指定書／誓約書

報奨⾦の

交付

•活動実績に基づき、報奨⾦を交付します。

報奨⾦の⽤途

報奨⾦は、⻘⾊防犯パトロール活動に必要な以下の経費に充当していただくことができます。

燃料費／ドライブレコーダー購⼊費／活動ユニフォーム購⼊費／⾞載⽤拡声器購⼊費／
⾃動⾞税／⾞検代／⾃動⾞保険料／駐⾞場使⽤料／⾞両修繕費

報奨⾦交付までの流れ

★書類の提出 及び 問い合わせ先
〒６５０－８５７０
神⼾市中央区加納町６丁⽬５番１号 神⼾市危機管理室「⻘⾊防犯パトロール活動報奨⾦制度」担当⾏
※書類提出は、上記住所への送付のみ。

電話︓０７８－３２２－６２３８（平⽇ ９︓００〜１２︓００、１３︓００〜１７︓３０）

・報奨⾦を受領するための事前申請は必要ありません。
・報奨⾦は、年度末の３⽉中に、前年の４⽉〜２⽉末まで１１か⽉間の活動実績報告及び報奨⾦交付申請を

⾏っていただいた場合に交付されます。


